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令和２年度京都市競争入札参加資格確認・格付申請 

申請の手引（工事） 

１ 必要書類 

次の書類を番号順にそろえ，クリップ等はずしやすい方法で留めるか，クリアファイル等にはさ

んだうえで，角２判の封筒に入れて提出してください。 

○：必須  △：該当者のみ提出

書類

番号
書       類       名 法人 個人 様式等 

－ 角２判の封筒 ○ ○ 

１ 
「京都市競争入札参加資格（工事，測量・設計等）資

格確認・格付申請書類の提出のお願い」はがき  
○ ○ 

本市から送付 

したもの 

２ 審査票（工事） ○ ○ 市指定様式 

３ 建設業許可証明書又は通知書 ○ ○ 

４ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 ○ ○ 

５ 技術職員名簿 ○ ○ 

６ 技術者経歴書（工事） ○ ○ 市指定様式 

７ 技術者の資格証明書等 △ △ 

８ その他証明書 △ △ 

※ 所管の官庁から交付される書類は，すべて写しで構いません。 

※ 書類２審査票（工事）及び書類６技術者経歴書（工事）については，最新の様式を使用し

てください。 
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２ 提出方法 

 書類の提出は，「郵送」又は「窓口への持参」により受け付けます。 

※ 持参の場合は窓口が混雑するおそれがあります。できる限り郵送での提出をお願いします。

郵 送

の場合

受 付 期 間 令和元年１１月１日（金）～８日（金）（消印有効） 

送 付 先

〒６０４－８５７１ 

 京都市行財政局財政部契約課 資格確認・格付申請書類受付担当 

※ 市役所の住所は記入不要です。 

※ ４ページの【郵送提出用様式】を，封筒の宛名面に，はがれない

よう丁寧に封筒に貼り付けて，発送してください。

発 送 方 法
○ 書留郵便又は特定記録での郵送に限ります。 
○ 角２判の封筒に，申請書類を折らずに入れてください。 

注 意 事 項

○ 受領書等の発行はしません。返信用封筒を同封された場合でも対

応できませんので，書留郵便の控えを保存されるか，必要な方は，

配達証明付き郵便等をご利用ください。 

持 参

の場合

受 付 期 間 令和元年１１月１８日（月）～２０日（水） 

受 付 時 間
午前９時～午前１１時３０分 

午後１時～午後４時３０分 

受 付 場 所

京都市行財政局財政部契約課（京都市役所分庁舎１階）

  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488番地
※ 来庁者用の駐車場はありません。公共交通機関，（市役所前）御池地下駐

車場などの有料駐車場等をご利用ください。 

行政書士や業者組

合などが５件以上

の事業者分をまと

めて提出する場合

○ 郵送の場合 

上記「郵送の場合」にしたがい，１者ずつ別々の封筒で受付期間

内に郵送してください。 

○ 持参の場合 

１者ずつ別々の封筒に封入し，封緘はせず，宛名面に【郵送提出

用様式】ラベルを貼ったうえで，できるだけ郵送受付期間内の午後

（１時～４時３０分）に提出していただきますようお願いします。

□ 上記期間内に提出がない場合は格付はされません。 

□ 令和２年３月３１日までに提出がない場合，令和２年４月１日付けで競争入札参加停止措置

を行います。当該措置は,必要書類が全て提出できた時点で解除されます。（この場合も，格付

はされません。） 

□ 格付は，判定基準日（令和元年１０月３１日）時点において有効な書類で審査を行います。
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□ 提出された書類は返却しません。 

□ 提出書類について問い合わせることがありますので，控えを手元に残すなどしてください。 

 また，指定した提出書類以外の書類，パンフレット，返信用はがき等は同封されないようお願

いします。 

□ いわゆる「消せるボールペン」や鉛筆など，書いた文字を容易に消すことができる筆記用具は

用いないでください。 

□ 提出書類の作成，提出に要する費用は，申請者の負担とします。 

□ 書類に不備があった場合は，「審査票」に記載された連絡先に不備内容を連絡しますので，修

正のうえ，指定した期日までに再提出してください。 

□ 受付期間外，及び受付時間外の提出は受け付けません。 

□ 提出書類の記載に虚偽があることが判明した場合は，競争入札参加停止措置の対象となります。 

□ 行政書士でない方が，業として，他人の依頼を受け報酬を得て，京都市をはじめとした官公署

に提出する書類を作成することは行政書士法違反となり，１年以下の懲役又は１００万円以下の

罰金に処されることになります。 
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６０４－８５７１ 

京都市行財政局財政部契約課 

資格申請受付担当 宛て 

簡
易
書
留

（差出人） 

〒   － 

（申請業者名） 

【郵送提出用様式】 
下の様式を切り取り，差出人と申請者の商号・名称等を記入のうえ， 

「角２判封筒」の「宛名面」に貼り付けてください。 

「簡易書留」，「特定記録」欄は，該当しない方を塗りつぶすなどしてご利用ください。

宛 名 面 用

特
定
記
録
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【持参提出時の受付場所案内図】 
・ 新庁舎整備に伴い，令和元年８月２６日（月）から執務室を移転しておりますの

で，ご注意ください。 

・ 駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。 

・ お車の場合は，御池地下駐車場（市役所前），近隣の有料駐車場等をご利用くだ

さい。 

（移転元）本庁舎１階 ⇒ （移転先）分庁舎１階 

寺
町
通

二条通

本庁舎

北庁舎

消
防
庁
舎

河
原
町
通

御池通

西
庁
舎

分庁舎

押小路通　　　

（移転先） 
分庁舎１階 

（移転元） 
本庁舎１階 

至・二条通

至
・
寺
町
通

押小路通

受付

EV

中庭

↓

↑

契約課
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３ 記載要領 

書類１「京都市競争入札参加資格（工事，測量・設計等）資格確

認・格付申請書類の提出のお願い」はがき 必須 

□ 令和元年１０月初旬に対象者に送付した「京都市競争入札参加資格（工事，測量・設計等）資

格確認・格付申請書類の提出のお願い」のはがき（宛名面の写しでも可。）を提出してください。 

書類２ 審査票 必須 

□ 申請書類の審査に用います。太枠内以外は京都市の審査で使用しますので，何も記入しないで

ください。 

□ 「主たる種目」欄には，現在登録している種目を記入してください。「従たる種目」欄には，

土木・建築の二種目登録をしている場合のみ記入してください。 

□ 「電話番号」欄及び「担当者」欄には，提出書類についての問い合わせ先を記入してください。

（不備があった場合等に連絡することがあります。） 

□ 「加入している業界団体名」には，現在加入している業界団体の名称をすべて記入してくださ

い。（例：京都府建設業協会，京都土木協会，全中建京都，京都道路建設業協会，京都土木浚

渫協会，京都部落建設業者協同組合，京都造園建設業協会，京都電業協会，京都府電気工

事工業組合，京都市公認水道協会，京都府空調衛生工業協会，京都府解体工事業協会，京

都府建物解体協会，京都府産業廃棄物協会，乙訓土木協会，全京都建設協同組合など。加

入証明書等は不要です。） 

書類３ 建設業許可証明書又は通知書 必須 

□ 登録種目に係る「建設業許可証明書」又は「建設業許可通知書」を提出してください。 

□ 許可年月日が平成２６年１１月１日以降（有効期限が令和元年１０月３１日以降）のものと

してください。

□ 更新申請中の場合は，現在手元にある通知書と，更新申請中である旨がわかる書類を提出し，

更新完了後速やかに建設業許可通知書を提出してください。
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書類４ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 必須 

□ 審査基準日が平成３０年４月１日以降で，かつ審査結果通知日が令和元年１０月３１日以

前のものとしてください。 

□ 次の①～②の要件をいずれも満たしていることが必要です。 

① 登録種目に対応する工事種目の総合評定値（Ｐ点）があること。 

② その他の審査項目（社会性等）の「雇用保険加入の有無」，「健康保険加入の有無」「厚

生年金保険加入の有無」の数値等欄が「無」でないこと。 

※ 上記が「無」の場合は，次の書類を提出してください。 

ア 雇用保険の加入の確認書類：ａ及びｂ，又はｃ、ｄのいずれか 

ａ 「労働保険概算・確定保険料申告書」 

ｂ ａにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」 

ｃ 「雇用保険被保険者資格取得等通知書」（事業主通知用） 

ｄ 雇用保険適用事業所設置届出事業主控（提出先での受付済印） 

イ 健康保険・厚生年金保険の加入の確認書類：ａ～ｅのいずれか 

ａ 保険料納付に係る「領収証書」 

ｂ 保険料納付に係る「社会保険料納入証明書」 

ｃ 保険料納付に係る「社会保険納入確認書」 

ｄ 「健康保険・厚生年金保険取得確認及び標準報酬決定通知書」 

ｅ 加入手続き直後の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」（提出先での受

付済印） 

□ インターネットからダウンロードしたものは認められません。 

書類５ 技術職員名簿 必須 

□ 書類４「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」に関する審査の申請時に添付して

いたものを提出してください。 

□ 上記申請時と現時点で記載技術者の雇用状況に変化があっても，加筆や削除等の訂正はしない

でください。
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書類６ 技術者経歴書（工事） 必須 

 【注意事項】

□ ２枚以上になる場合は，できる限り両面印刷としてください。ただし，２種目登録の場合は，

１種目ずつ別の紙にしてください。 

□ 指定様式の全項目が記載されていれば，指定様式以外でも差し支えありません。 

【記入上の注意】

⑴ 記入を要する技術者

□ 令和元年１０月３１日時点で常勤雇用している技術者全員について記入してください。

⑵ 「経審」欄 

□ 書類４「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」における「技術職員数」欄に記

載されている人数に含まれている技術者について，「経審」欄に○を付け，併せて経営事項審

査申請書に添付した書類５「技術職員名簿」を提出してください。

⑶ 「氏名」欄 

□ 「氏名」欄冒頭の「営業所専任技術者」と記載されている欄には，建設業許可申請の際に，

「専任技術者証明書」において証明されている技術者を記入してください。

□ その他の技術者は，できるだけ書類５「技術職員名簿」に記載されている順番に記入して

ください。

⑷ 「監理技術者資格を有し有効期限内に監理技術者講習を修了している資格者の人数」欄 

□ 記入した技術者の内，次の条件を全て満たす監理技術者に○をつけ，その人数を記入してく

ださい。 

○ 監理技術者資格者証の有効期限が令和元年１０月３１日以降であること。 

○ 監理技術者資格者証の「所属建設業者」欄に申請者の商号又は名称が記載されていること。 

○ 監理技術者資格者証の「建設業の種類」欄の登録種目に対応する建設業が「１」と記載さ

れていること。 

○ 監理技術者講習修了証又は監理技術者資格者証の裏面の「講習修了年月日」欄の記載が平

成２６年１１月１日以降であること。

⑸ 「建設業法又は建築士法における１級又は２級の資格を有する女性技術者の人数」欄 

□ 記入した技術者の内，次の条件を全て満たす女性技術者に○をつけ，その人数を記入してく

ださい。 

○ 書類５「技術職員名簿」の職種コードが登録種目に対応する建設業のコードであり，か

つ有資格区分コードが当該種目の１級又は２級の資格を示すコードであること。
○ 上記で確認できない場合は，その資格者証と常勤雇用を証明する書類を添付していること。 

⑹ 土木・建築の２種目登録の場合 

□ 「土木」と「建築」について，それぞれ別に技術者経歴書を作成してください。その際，技

術者を重複して記入することはできません。（営業所専任技術者については，同じ人物を両方

に記入できないので，土木・建築いずれかの営業所専任技術者の欄は空欄にしてください。） 
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□ いずれの種目においても，法令による１級又は２級の技術者を１名以上記入してください。 

書類７ 技術者の資格証明書等 該当者のみ 

□ 書類６「技術者経歴書」に記入した技術者について，下の表の左欄に該当する技術者につい

ては，表の右欄に記載の書類を提出してください。

技術者 提出書類 

書類６「技術者経歴書」

の「監理技術者資格者証」

欄を「有」とした技術者 

① 監理技術者資格者証 

□ 有効期限が令和元年１０月３１日以降のものを提出すること。

□ 両面の写しを提出すること（裏面（変更の履歴）が白紙の場合

でも両面とすること）。

□ 監理技術者資格者証の「所属建設業者」欄に申請者の商号又は

名称が記載されていること。 

□ 監理技術者資格者証の「建設業の種類」欄の登録種目に対応す

る建設業が「１」と記載されていること。 

□ 裏面に講習修了履歴のある場合は修了年月日が平成２６年１

１月１日以降であること。

② 監理技術者講習修了証 

□ 講習修了日が平成２６年１１月１日以降のものを提出すること。

□ 表面の写しを提出すること。 

□ 監理技術者資格者証の裏面に講習修了履歴のある場合は不要。 

書類６「技術者経歴書」

の「経審」欄に○印のな

い技術者 

① 資格証明書又は免許等 

② 常勤雇用を確認できる書類 

例）健康保険・厚生年金保険 被保険者標準報酬決定通知書の写し，

会社名の記載のある健康保険証の写し，住民税特別徴収税額（変

更）通知書の写し，雇用保険被保険者証の写し など
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書類８ その他証明書 該当者のみ 

⑴ 下の表の左欄に該当する場合は，右欄記載の書類を提出してください。 

条   件 必要書類 

中小企業等協同組合法に係る事業協同組合，企

業組合 
○ 役員及び組合員名簿 

⑵ 以下の種目において格付を希望する場合に，その加点対象となる書類です。該当するもの

があれば，提出してください。 

【対象種目（７種目）】 

土木工事，建築工事，電気工事，管工事，舗装工事，造園工事，解体工事 

※ 上記以外の種目に登録している場合は，提出の必要はありません。 

※ また，上記種目であっても格付又は加点を希望しない場合は提出の必要はありません。

□ ＩＳＯ９０００シリーズ登録証

公益財団法人日本適合性認定協会又は同協会と相互承認している認定機関に認定されている

審査登録機関によりＩＳＯ９０００シリーズの認証を取得している場合は登録証の写しを提出

してください。日本語で記載されていない場合は，日本語訳も添付してください。 

【注意事項】

※ 登録証の「登録日」又は「登録更新日」が令和元年１０月３１日以前であり，「有効期限」

が令和元年１０月３１日以降であること。

※ 登録証の「登録範囲」が登録種目の内容に対応していること。

□ ＩＳＯ１４０００シリーズ登録証 又は ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダード

登録証

特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構又は同機構と相互認証している団体によるＫＥＳ・環境マ

ネジメントシステム・スタンダード（ステップ１又はステップ２）の認証を取得している場合，

又は，公益財団法人日本適合性認定協会又は同協会と相互承認している認定機関に認定されてい

る審査登録機関によりＩＳＯ１４０００シリーズの認証を取得している場合は登録証の写しを

提出してください。日本語で記載されていない場合は，日本語訳も添付してください。

両方での重複加点はありません。いずれか一方を提出してください。 

【注意事項】

※ 登録証の「登録日」又は「登録更新日」が令和元年１０月３１日以前であり，「有効期限」

が令和元年１０月３１日以降であること。

※ 登録証の「登録範囲」が登録種目の内容に対応していること。

□ 障害者雇用状況報告書

「障害者雇用状況報告書」を公共職業安定所に提出している場合は，その公共職業安定所の受



11 

付印のある障害者雇用状況報告書の写しを提出してください。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」第４３条に規定する障害者雇用率を達成している事業

者について加点します。

※ 「障害者の雇用の促進等に関する法律」では，「障害者雇用率制度」が設けられており，総従業員数（週２０～３０時間未満の短時

間労働者も含む）が４５．５人以上の事業主は，その総従業員数の２．２パーセント以上の障害者を雇用しなければならないこととさ

れています。また，障害者とは，「障害者の雇用の促進等に関する法律」第２条第２号に規定する身体障害者又は同条第４号に規

定する知的障害者をいいます。 

【注意事項】

※ ハローワークの受付印があり，その日付が令和元年６月１日以降，令和元年１０月３１日以

前であること。 

※ 電子申請の場合は，ハローワークからの返信メールの写しが添付されていること。 

※ 報告書の⑫欄「身体障害者、知的障害者又は精神障害者の不足数」が０人であること。 

□ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定・変更届

「次世代育成支援対策推進法」に基づく「一般事業主行動計画」を策定し，届出を行っている

場合はその写し（京都労働局の受付印があるもの。受付印がないものを提出する場合は，厚生労

働省「両立支援のひろば」ホームページに掲載されていることわかる画面のプリントアウトも添

付すること。）を提出してください。 

※  「次世代育成支援対策推進法」では１０１人以上の労働者を雇用する事業主は，従業員の仕事と子育ての両立を支援するため

の雇用環境の整備等について事業主が策定する計画「一般事業主行動計画」を策定し，速やかに届け出なければならないとされ，

雇用する労働者が１００人以下の事業主には，同様の努力義務があるとされています。 

【注意事項】

※ 令和元年１０月３１日現在で計画期間中であること。 

※ 京都労働局の受付印があり，その日付が令和元年１０月３１日以前であること。 

※ 電子申請の場合は，厚生労働省「両立支援のひろば」ホームページに掲載されていることが

わかる画面のプリントアウトが添付されていること。 

□ 不当要求防止責任者講習受講修了書 

不当要求防止責任者を選任し，当該責任者が「不当要求防止責任者講習」の受講を修了してい

る場合は，受講修了書の写しを提出してください。 

※ 不当要求防止責任者講習とは事業者が選任した不当要求防止責任者が，暴力団からの不当要求に対処するための必要な知

識，技能を習得することを目的として，公安委員会（警察）が実施する講習のことです。受講料は無料です。 

 この講習を受講するには，事業者が，暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第１４条第１項に基づき，不当要求防

止責任者を選任し，公安委員会に届け出ることが必要です。また，不当要求防止責任者は，常用雇用され，役職が付いている管

理職以上の方を対象としています。 

 「不当要求防止責任者講習」については，（公財）京都府暴力追放運動推進センターのホームページを御確認ください。 

ホームページアドレス ： http://www.kyoto-boutsui.com/ 

【注意事項】

※ 平成２７年１１月１日以降，令和元年１０月３１日以前発行であること。 

□ 京都市消防団協力事業所表示証交付書又は京都市消防団協力事業所認定継続通知書 

京都市消防団協力事業所に認定されている場合は交付書又は通知書の写しを提出してくださ

い。 
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【注意事項】

※ 交付日が令和元年１０月３１日以前であり，有効期限が令和元年１０月３１日以降であるこ

と。

□ 京都市指定給水装置工事事業者指定証

管工事登録業者のうち該当する者については指定証の写しを提出してください。提出がない場

合は格付対象となりません。 

※ 交付日が令和元年１０月３１日以前であること。

□ 京都市指定下水道工事業者指定証

管工事登録業者のうち該当する者については指定証の写しを提出してください。提出がない場

合は格付対象となりません。

【注意事項】

※ 交付日が令和元年１０月３１日以前であり，有効期限が令和元年１０月３１日以降であるこ

と。 

□ 官公需適格組合証明書

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第２条第１項第４号に規定する組合

であって，官公需適格組合として中小企業庁の官公需適格組合証明基準に適合していることの証

明を受けた組合のみ証明書の写しを提出してください。 


